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（総括）補助金等の評価結果

評価区分 廃止 縮小 改善 継続 計

件数 ３件 ４件 ９件 ９件 ２５件



No 所属名 補助金等名称 評価結果 左記評価結果の理由

1
健幸・協働の
まちづくり課

ＮＰＯ活動等支援事
業補助金

廃止
（△200千円）

　前回（令和４年度）の評価において，補助事業の見直しや周知方法の改善を求めたが，
補助事業の見直しは実施されておらず，周知については，市のＨＰによる周知をはじめ今
後，NPO法人の決算報告の際にチラシなどの配布を予定しているとのことだが，２次評価時
において，補助申請はなく，これまでも補助件数が少ない。したがって，必要性が低いと
判断できるため，本補助金は，廃止とする。
　なお，市民活動団体やＮＰＯ法人が，協働事業の目的を達成するための公益活動に係る
費用を補助する効果的な制度について，他の団体の意見や他の自治体の事例等を参考に，
引き続き調査研究を行うこととする。

2
健幸・協働の
まちづくり課

新たな地域コミュニ
ティ課題解決補助事
業補助金

廃止
（△200千円）

　前回（令和４年度）の評価において，補助事業の見直しや周知方法の改善を求めたが，
補助事業の見直しは実施されておらず，周知については，会議や研修会等で周知していく
とのことだが，２次評価時において，補助申請はなく，これまでも補助件数が少ない。し
たがって，必要性が低いと判断できるため，本補助金は，廃止とする。
　なお，新たな地域コミュニティ組織が，課題解決を行うための費用を補助する効果的な
制度について，他の自治体の事例等を参考に，引き続き調査研究を行うこととする。

3 観光課

指宿インバウンドお
もてなし委員会負担
金（春節フェスティ
バル）

廃止
（－）

　本負担金は，春節に本市を訪れる海外観光客に歓迎と感謝の意を表するとともに，本市
の情報発信や誘客促進を図ることを目的に開催する指宿春節フェスティバルに対する負担
金である。
　新型コロナウイルス感染症の影響により，令和２年度からイベントを中止しており，本
年度以降のイベント開催も未定であるとのことから，本負担金は，令和５年度の当初予算
に計上されていない。
　このことから，本負担金の必要性は，低いと判断できる。よって本負担金は廃止とす
る。

4 健康増進課
アロハ献血実行委員
会負担金

縮小
（16千円）

　前回（令和４年度）の評価に基づき，献血の意義についての周知を強化していくため
に，献血協力者に「粗品」の代わりに，エコバック等の「啓発品」を配布しているが，物
品を配布することでの献血協力者数の確保は，効果が低いと考えられる。
　献血に関する周知広報については，これまでの活動を強化することとし，物品の配布に
ついては，廃止することとする。
　よって，過去４年間の粗品代の平均額の２分の１に相当する額（34千円）を減額し，負
担金の額を16千円に縮小することとする。



No 所属名 補助金等名称 評価結果 左記評価結果の理由

5 観光課
キャリア等連携事業
負担金

縮小
（500千円）

　令和４年度は，負担金の予算額を500千円増額し，新たな取り組みとして観光客誘致につ
なげるため，JR九州が企画した台湾向けプロモーションに参画している。
　しかしながら，本事業は担当課が計画的に事業を実施しているものではなく，JR九州が
企画した事業に対して，費用の一部を負担するかたちで参画しているものであり，本年度
についても，キャリア等が企画する事業に参画する予定ではあるが，２次評価時において
事業内容等が決定されていないことから，事業実施に関しては計画性が低いと言わざるを
得ない。
　また，観光客誘致活動については，県内の主要観光地等と組織している各種協議会等に
おける取組と重複する部分もあることから，本負担金の必要性に疑問が残る。
　よって，令和４年度から増額した負担金500千円を削減し，負担金の額を1,000千円から
500千円に縮小することとする。
　今後は，負担金500千円の範囲において，本市のPR及び観光客誘致につながる効率的で効
果的な事業展開に努めることとする。

6 生涯学習課
指宿市地域女性団体
連絡協議会補助金

縮小
（397千円）
※ただし，令和
６年度に限る。

　前回（令和４年度）の評価に基づき，実施事業の見直しや自主財源の確保など一定の改
善が行われている。しかしながら，令和５年度収支予算書においては，令和４年度に補助
金の額を752千円から487千円に縮小したにもかかわらず，予備費が93,582円計上されてい
ることから，令和６年度に限り，補助金の額を予備費相当額の90,000円減額し，397,000円
に縮小することとする。

7 長寿支援課
市社会福祉協議会運
営事業補助金

縮小
（12,760千

円）

　本補助金は，指宿市社会福祉協議会の運営を支援するとともに，地域福祉活動の増進を
図ることを目的としている。
　本協議会は，市の福祉行政には欠かせない団体であり，事業内容も公益性が高いことか
ら，運営補助の必要性は認められる。
　しかしながら，補助金の積算に含まれている，いぶすきふれ愛フェスタへの負担金（R4
実績210,000円）については，イベントが廃止されたこと，ボランティア団体への活動保険
に関する助成金（R4実績30,300円）については，市の市民活動保障制度が活用できること
などを考慮し，補助金の額は，240千円減額し，12,760千円に縮小することとする。



No 所属名 補助金等名称 評価結果 左記評価結果の理由

8 市長公室 日豪協会負担金 改善

　前回（令和４年度）の評価を踏まえ，鹿児島日豪協会において，市が担うべき役割や関
わり方について，同協会と協議予定であるが，２次評価時において，協議に至っていな
い。
　なお，新型コロナウイルス感染症の影響もあり，令和２年度以降は負担金の請求はない
が，市が担うべき役割や関わり方について，早急に協議検討する必要がある。

9 税務課
指宿たばこ販売促進
連絡協議会負担金

改善

　前回（令和４年度）の評価に基づき，分煙対策等へ取り組むよう事業見直しを協議会へ
依頼するなど，改善に向けて取り組んでいる。本負担金の必要性や有効性を考慮し，分煙
対策や市内での購入促進に必要な経費のみを負担金とするよう南薩地区法令外負担金等規
制検討会で協議することとし，負担金の額については，予算要求時に評価（査定）するこ
ととする。

10 観光課
鹿児島県四地区観光
連絡協議会負担金

改善

　県内の主要観光地（鹿児島市，霧島市，南九州市，指宿市）が広域的に連携して，相互
の観光振興に取り組むことは，効率的かつ効果的であると認められる。
　令和４年度は首都圏観光キャンペーンとして旅行代理店等と商談を行うなど，一定の事
業内容の見直しは行われているが，負担金の額については，本協議会において前年度と同
額に決定されている。
　しかしながら，前回（令和４年度）評価したとおり，協議会設立から30年以上が経過し
ており，今後も引き続き加入市が各々2,100千円を負担し，約10,000千円の事業を展開して
いく必要があるのか疑問が残る。
　そもそも負担金とは，事業目的を達成するために必要な経費に対して応分の負担をする
ものである。しかしながら，本協議会においては，加入４市の負担金総額等の範囲内で事
業を実施しているように思われることから，本負担金の妥当性についても疑問が残る。
　よって，本協議会の関係課長等で構成される幹事会等において，事業費削減に向けた事
業内容及び事業費の精査を行い，有効的な事業に対する適切な負担金となるよう検討を行
う必要があると思われることから，本負担金の評価は改善とする。



No 所属名 補助金等名称 評価結果 左記評価結果の理由

11 観光課
霧島指宿広域観光交
流推進事業実行委員
会負担金

改善

　温泉観光地である本市と霧島市が連携して，国内外において両市に特化した誘客プロ
モーション等に共同で参画し，相互の観光振興に取り組むことは，効率的かつ効果的であ
ると認められる。
　令和４年度は首都圏観光キャンペーンとして旅行代理店等と商談を行うなど，一定の事
業内容の見直しは行われているが，負担金の額については，本協議会において前年度と同
額に決定されている。
　しかしながら，前回（令和４年度）評価したとおり，実行委員会設立から11年が経過し
ており，今後も引き続き加入市が各々2,000千円を負担し，約5,000千円の事業を展開して
いく必要があるのか疑問が残る。　
　そもそも負担金とは，事業目的を達成するために必要な経費に対して応分の負担をする
ものである。しかしながら，本実行委員会においては，両市の負担金総額等の範囲内で事
業を実施しているように思われることから，本負担金の妥当性についても疑問が残る。
　よって，本実行委員会の関係課長等で構成される幹事会等において，事業費削減に向け
た事業内容及び事業費の精査を行い，有効的な事業に対する適切な負担金となるよう協議
を行う必要があると思われることから，本負担金の評価は改善とする。

12 観光課
指宿・屋久島広域観
光推進協議会負担金

改善

　本協議会において，本市及び屋久島町の関係人口の創出や移住定住につなげる長期滞在
観光を促進するため，両市町が連携して相互の観光振興に取り組むことは，効率的かつ効
果的であると認められる。
　令和４年度はワーケーション環境整備に関する課題を整理するため，モニターツアーを
実施するなど，一定の事業内容の見直しは行われているが，負担金の額については，本協
議会において前年度と同額に決定されている。
　しかしながら，前回（令和４年度）評価したとおり，本協議会設立から11年が経過して
おり，今後も引き続き両市町が各々500千円を負担し，約1,000千円の事業を展開していく
必要があるのか疑問が残る。　
　そもそも負担金とは，事業目的を達成するために必要な経費に対して応分の負担をする
ものである。しかしながら，本協議会においては，両市町の負担金総額等の範囲内で事業
を実施しているように思われることから，本負担金の妥当性についても疑問が残る。
　よって，本協議会の関係課長等で構成される幹事会等において，事業費削減に向けた事
業内容及び事業費の精査を行い，有効的な事業に対する適切な負担金となるよう協議を行
う必要があると思われることから，本負担金の評価は改善とする。



No 所属名 補助金等名称 評価結果 左記評価結果の理由

13 農政課
よか農推進協議会負
担金

改善

　よか農推進協議会は，第二期指宿市まち・ひと・しごと創生総合戦略プロジェクトの基
本目標である「稼ぐ地域をつくるとともに，安心して働けるようにする」の具体的な施策
に位置付けられている組織であり，２次評価時においては，関係機関等との協議・検討を
進めている状況であり，協議会の設置に至っていない。引き続き，協議会を設置するため
の課題解決に向けて，関係機関等との協議・検討を進めていく必要がある。
　なお，本負担金の予算化については，協議会の設置の目途がついたのちに，補正予算で
対応することとし，負担金の額については，予算要求時に査定（評価）することとする。

14 学校教育課
指宿市・千歳市青少
年相互交流事業実行
委員会補助金

改善

　前回（令和４年度）の評価に基づき，令和５年度に人的交流を再開するにあたり，千歳
市と隔年開催も含め，協議検討されたが，令和５年度においては，令和元年度と同程度で
人的交流を実施することとなった。
　なお，令和６年度以降の参加人数の見直しや隔年開催，事業所管課の変更などについて
は，早急に協議検討を行うこととする。

15 指宿商業高校
永化観光経営高等学
校ホ－ムステイ交流
事業補助金

改善

　本補助金は，韓国の永化観光経営高等学校へ相互ホームステイを実施し，両校の交流に
参加する生徒自身が負担する費用を補助するものであり，令和５年度は，オンライン交流
を実施し，令和６年度は，ホームステイ交流事業を実施する計画である。
　なお，令和７年度以降の相互交流事業については，令和６年度の交流事業再開後に協議
予定であることから，その際に隔年実施等を改めて検討することとする。



No 所属名 補助金等名称 評価結果 左記評価結果の理由

16 議会事務局 政務活動費 改善

　前回（令和４年度）の評価を受けて，他市への視察など実施し，精算払いへの改善を検
討したことや，今後，領収書などのインターネット公開を検討するなどし，透明性の確保
に取り組もうとしていることは評価できる。
　議会運営委員会において，精算払いへの見直しについて協議し，従来どおり概算払いで
の運用を継続するとの判断が示されていることから，議会事務局としては，２次評価時に
おいては，精算払いの運用は行わず，従来の概算払いを継続することとしている。
　しかしながら政務活動費は，補助金の性質を持つことから，引き続き概算払いから精算
払いへの見直しについて，協議・検討を進めていくべきである。

17 市長公室

郷土会
（関東指宿会・中京
指宿会・近畿指宿
会・ 鹿児島指宿会・
関東かいもん会・関
西かいもん会）

継続

　本補助金は，郷土会に対する補助であり，令和５年度については，補助金を交付しない
ことで，各郷土会に理解をいただいているが，令和６年度以降の補助額等については，２
次評価時において，協議に至っていない。
　郷土会は，市の関係人口を広げる手段の一つとなっており，ふるさと納税の促進など一
定の有効性は評価ができることから，評価は継続とするが，令和６年度以降の補助額等に
ついては，検討状況等を踏まえ，予算要求時に評価（査定）することとする。

18 環境政策課
指宿市環境衛生協力
会補助金

継続

　市内の全地区館長（集落長）が会員である指宿市環境衛生協力会への補助金であり，市
民の環境保全活動や衛生活動の推進を図っている。ごみステーションの維持管理など市民
生活に直結する分野であり，公益性及び必要性が認められる。
　前回（令和４年度）の評価に基づき，ごみステーションの適正管理を行うために不足す
る物品を購入するなど適正に事業が遂行されたことにより，改善が図られていることか
ら，本補助金は継続とする。

19 環境政策課
生ごみ処理機器購入
補助金（家庭用）

継続

　本補助金は，生ごみの減量化と市民のごみ減量に対する意識高揚を図る目的で開始され
た補助金であり，前回（令和４年度）の評価に基づき，アンケート調査を参考に窓口への
掲示物の設置や転入者へのチラシの配布など，効果的な周知について改善が図られている
ことから，本補助金の評価は継続とする。
　ただし，現在の取組の事業効果を検証する必要があることから，令和７年度に再評価す
ることとする。



No 所属名 補助金等名称 評価結果 左記評価結果の理由

20 商工水産課
指宿市商店街活性化
支援事業補助金

継続

　担当課においては，前回（令和４年度）の評価に基づき，事業効果の検証及び事業内容
の見直しについて，事業実施団体である指宿商工会議所に対して，適切な指導・助言を
行っていると認められる。
　また，今年度の補助金等交付申請書において，事業ごとの収支予算書や事業内容が示さ
れるなど改善が図られている。
　よって，本補助金の評価は継続とする。
　ただし，現在の取組の事業効果を検証する必要があることから，令和７年度に再評価す
ることとする。

21 観光課
いぶすき菜の花マー
チ実行委員会負担金

継続

　市（担当課）においては，前回（令和４年度）の評価に基づき，事業効果の検証及び効
率的な大会運営について，事業実施団体である市観光協会に対して，適切な指導・助言を
行っていると認められる。
　また，参加者の実態把握や経済効果等の分析のため，アンケートを実施したことも評価
できる。
　このように，事業見直しに着手していることから，本負担金の評価は継続とする。
　ただし，事業効果の検証等に基づく事業見直しの内容等については，令和７年度に再評
価することとする。

22 観光課
いぶすき広域観光推
進協議会負担金

継続

　本協議会を組織する指宿市，南九州市，南大隅町の３市町が連携し，３地域をエリアと
する周遊観光の促進及び山川・根占航路の利用促進活動を展開することは，効率的かつ効
果的であると認められる。
　令和５年度から本協議会に錦江町が加入したことにより，更に広域的な事業展開が図ら
れることから，事業効果の増大が期待される。
　また，前回（令和４年度）の評価に基づき，令和５年度から令和７年度までの負担金の
額については，本協議会おいて見直しが行われていることから，本負担金の評価は継続と
する。
　今後も，費用対効果の観点から事業内容及び事業費の精査を行い，より効率的で効果的
な事業について見直しを行っていく必要がある。



No 所属名 補助金等名称 評価結果 左記評価結果の理由

23 観光課
指宿郷土料理開発研
究会補助金

継続

　本研究会は，指宿の旅館・ホテルの料理の質的向上等を目指して，指宿市独自の郷土料
理の研究に努めており，主催する創作料理発表会については，本市のＰＲや観光振興につ
ながる活動を行っている。
　前回（令和４年度）の評価に基づき，本研究会の活動が市全体の観光振興，及び本市の
農畜水産物を活用した地産地消につながる効果的な活動となるよう，関係課とも連携を図
りながら活動内容を見直すこととしている。
　また，補助金については，補助対象事業費の1/2以内を基本とするとともに，事業内容及
び事業費に応じて適切な額を交付することとしている。
　よって，事業見直しに着手していることから，本補助金の評価は継続とする。
　ただし，具体的な事業見直しの内容については，令和７年度に再評価することとする。

24 観光課
外国人観光客受入体
制整備費助成事業補
助金

継続

　本補助金は，市内の宿泊施設や飲食施設，土産品店等が，インバウンドに係る受入体制
の整備等を行う際に，費用の一部を助成するものである。
　前回（令和４年度）の評価に基づき，補助対象経費について本補助金交付要綱の適切な
改正が行われていることから，本補助金の評価は継続とする。

25 生涯学習課
指宿市郷土芸能保存
会事業補助金

継続

　郷土の伝統的な文化及び芸能を継承することは重要であり，郷土芸能の継承や後継者育
成に必要な衣装・道具の購入費用等を補助する必要性は認められる。
　前回（令和４年度）の評価に基づき，補助対象事業及び経費を示した内規を定めるなど
改善が図られていることから，本補助金は，継続とする。


